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奈良県・奈良市の条例で 

指定したＮＰＯ法人 
 

奈 

良 

県
・
奈 

良 

市 

個人住民税の税額控除 

寄 附 条例で指定 

奈良県指定：寄附者の個人県民税から 

（寄附金額－2,000 円）×4％ の税額控除 

奈良市指定：寄附者の個人市民税から 

（寄附金額－2,000 円）×6％ の税額控除 

市 
 

 
 

民 

 

 

 

都道府県又は市区町村が条例において指定した特定非営利活動法人（以下「指定ＮＰＯ法人」という。）

に市民が寄附した場合、個人住民税の税額控除が受けられる制度で、具体的には、寄附をすると寄附金

額から 2,000 円を引いた額の１０％（市民税６％、県民税４％）が個人住民税から税額控除されるもの

です。（さらに、その法人が、県が認定した「認定ＮＰＯ法人」の場合、その法人に寄附をすると、個

人住民税の控除に加え、当該寄附金 2,000 円を引いた額の４０％の所得税税額控除又は所得控除のいず

れかを選択することができます。） 

奈良市においても、平成 25 年 4 月より「奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる

特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例」を施行しています。 

また、奈良県においても現在同様に条例指定制度が導入されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税額控除の根拠法令（地方税法第３１４条の７第１項第４号） 

特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活

動法人（以下この号及び第三項において「特定非営利活動法人」

という。）に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項

に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のう

ち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条

例で定めるもの（特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認めら

れるものを除く。） 

奈良市ＮＰＯ法人条例指定制度の概要  １ 
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いずれか有利な方法を選択 

 

 

 

（１）個人寄附者のメリット   

奈良市民の寄附者が税制優遇を受けられ、寄附促進につながります。 

奈良市の指定を受けたＮＰＯ法人に市民が寄附をすると、個人市民税から寄附金額の合計額が控

除対象下限額の 2,000 円を超える額について、６％の税額控除が受けられます。 

また、寄附した団体が奈良県からも条例指定を受けていれば、さらに個人県民税から同様に４％

の税額控除が加わり、合わせて 10％の税額控除が受けられます。 

さらに、寄附した団体が認定 NPO 法人であれば、指定による税額控除 10％に加えて、所得税か

らも４０％の控除が受けられます。 

※ただし、申告する必要があります。 

 

 

【市民がＮＰＯ法人に 10,000 円寄附した場合】 

 

 

 

 

(個人住民税)                  (所得税) 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄附金額（課税対象額） 
10,000 円－2,000 円＝8,000 円 

年収 300 万円（課税所得 192 万円）所得税率 5％の場合 

※寄附金は指定ＮＰＯ法人になった年の 1 月 1 日まで遡って控除対象となります。 

 個人住民税は、寄附した年の翌年度の税額から控除されます。 

条例指定ＮＰＯ法人の場合（認定含む） 

  市の指定：（寄附金（総所得金額等の３０％の相当額が限度）－2,000 円）×６％を市民税から控除 

  県の指定：（寄附金（総所得金額等の３０％の相当額が限度）－2,000 円）×４％を県民税から控除 

認定ＮＰＯ法人の場合 

  税額控除：（寄附金（総所得金額等の４０％の相当額が限度）－2,000 円）×４０％を所得税額から控除 

（所得税額の２５％相当額が限度） 

  所得控除：寄附金（総所得金額等の４０％の相当額が限度）－2,000 円を総所得金額等から控除 

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

（市の指定） 

個人市民税税額控除 

8,000 円×0.06=480 円 

（県の指定） 

個人県民税税額控除 

8,000 円×0.04=320 円 

（県の指定） 

個人県民税税額控除 

8,000 円×0.04=320 円 

（市の指定） 

個人市民税税額控除 

8,000 円×0.06=480 円 

指定 NPO 法人 

(税額控除) 
認定 NPO 法人寄附金特別控除 

8,000 円×0.4=3,200 円 

(所得控除) 

寄附金控除 

8,000 円×0.05=400 円 

控除額 

4,000 円 

指定ＮＰＯ法人になることのメリット ２ 

認
定
な
し 

控除額 

800 円 
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（２）指定ＮＰＯ法人のメリット 

 

・市民の方々からの寄附を受けやすくなります！ 

奈良市及び奈良県の条例指定を受けたＮＰＯ法人に寄附をした納税者が個人住民税の申告を行

うと、個人市民税・個人県民税が軽減されるため、市民からの寄附促進につながります。 

 

・認定ＮＰＯ法人になりやすくなります！ 

条例指定を受けると、認定ＮＰＯ法人になるための要件のうち、最も難しいといわれている PST

（パブリック・サポート・テスト）要件のひとつを満たすことになるため、認定ＮＰＯ法人にな

りやすくなります。この PST 要件とは、法人が広く市民からの支援を受けているかを示す指標で

あり、次のいずれかを満たしていることが必要です。 

①法人の総収入金額に占める寄附金の割合が 5 分の１以上 

②その法人に対して年間 3,000 円以上の寄附をした寄附者が年平均 100 人以上 

③法人の事務所のある自治体で条例指定を受けている 

多くの法人にとっては①や②を満たすことは難しいですが、③をクリアすることにより、認定

ＮＰＯ法人になりやすくなるのです。 

※認定ＮＰＯ法人になると、さらに大きな税制優遇を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会からの信頼性が高まります！ 

条例に法人名が明記されることにより、知名度が向上し、社会からの信頼性が高まります。 

 

（３）指定ＮＰＯ法人になるには   

 

奈良市の指定ＮＰＯ法人になるためには、市へ申し出をし、一定の要件の審査を受けた後、条例

で個別に指定される必要があります。 

 

（４）指定の有効期間   

 

指定の有効期間は 5 年です。 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ 

法人 

 

認  定 

市指定 

ＮＰＯ法人 
条例指定 認 定 

 

 

認定 

ＮＰＯ法人 
 

ＰＳＴ免除 

任意団体 

NPO 法人 

指定 NPO 法人 

認定 NPO 法人 
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ススタターートト！！ 

（（任任意意団団体体のの設設立立）） 

申請の前に所轄庁

（奈良県）に相談し

よう！ 

ＮＰＯ法人の設立

申請は所轄庁（奈良

県）です。 

ＮＰＯ法人 

認証を受けても法務局で登記しない

とＮＰＯ法人になれない！ 

認証後も所轄庁（奈良県）に、事業報

告等の書類を作成し、提出しなければ

なりません。 

２事業年度以上

の活動実績 

認定ＮＰＯ法人申請 

特例認定申請 

特例認定 

条例指定申請 

条例指定 

申請前にまずは相談！ 

認定（特例認定）の

申請は所轄庁（奈良

県）に申請！ 

設立後 5 年未満の法人 

（改正NPO 法施行後 3年間は、

設立 5 年以上の法人も対象） 

特例認定の申

請にはPST(ﾊﾟ

ﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽ

ﾄ)が免除！ 

期間は 3 年間 

再申請はできな

い 

条例指定の申請は

奈良市又は奈良県

に申請！両方も可。 

市の指定なら６％ 

県の指定なら４％ 

両方だと10％の寄附

金控除！ 

◇認定基準 

パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）

に適合すること 

①相対値基準（経常収入金額に占める寄附

金等収入金額の割合が 20％以上） 

②絶対値基準（年 3,000 円以上の寄附者数

が平均 100 人以上） 

③条例個別指定（都道府県又は市区町村の

条例による個別指定） 

免除 市の基準に緩和 

認 定 

①法人設立構想・設立総会 

②申請前相談 

③認証の申請 

 
認証 

期間は 5 年 

更新も可！ 

認定申請も

可！ 

特例認定後、有効期間の 3

年間で、認定基準に適合で

きるよう寄附の呼びかけ等

を行い、認定申請をして認

定を受ける必要がありま

す。 

期間内に認定 NPO 法人の

認定を受けられなかった場

合、期間終了とともに特例

認定は失効します。 

２事業年度以上

の活動実績 

条例指定制度及び認定までの流れ ３ 
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申出書類の縦覧 

申出書類等は、申出の翌日から

1 か月間縦覧するものとします。 

市議会において、審議されます。 

事前相談 

指定の申出(書類提出) 

市議会へ議案提出 

市議会可決 

条例指定 

市議会否決 

不可 

毎事業年度書類提出 

条例指定 

更新 

条例指定 不可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【条例指定を受けた後】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

書類の作成、提出 

指定を受けたＮＰＯ法人は、毎事業

年度３か月以内に必要書類を作成し、

備え置くとともに奈良市（地域づくり

推進課）に提出します。 

指定の審査 

①奈良市は、指定の申出があった場合は、

申出書等その他必要な事項について指定基

準を満たしているかどうか審査を行いま

す。また、活動内容を具体的に把握するた

め、市職員等による実態調査を行う場合が

あります。 

②奈良市は、審査を適正に行うために「奈

良市ＮＰＯ法人条例指定制度審査委員会」

を設置し、意見を聴きます。 

指定の有効期間・更新 

指定の有効期間は５年とします。

また、引き続き指定を受けようとす

る場合は、指定の有効期間内に、申

出書を奈良市に提出して更新を行う

こととします。（更新されない場合

は、指定の効力を失うこととなりま

す。） 

指定の決定 

①奈良市は、審査の結果、指定基準に適合すると

認めたものを、議会の議決を経て条例により条

例指定ＮＰＯ法人として指定します。 

②①の条例においては、条例指定ＮＰＯ法人とし

て指定する法人の名称及び主たる事務所の所

在地を明らかにすることとします。 

事前相談 

指定の申出をする際は、事前に奈良

市（地域づくり推進課）に相談して

ください。 

指定を受けた

いけどどうし

たらいいの？ 

指定の申出 

①奈良市は、毎年度期間を定めて指定

を受けようとするＮＰＯ法人の指

定の申出を受け付けます。 

②指定を受けようとするＮＰＯ法人

は、指定申出書を奈良市（地域づく

り推進課）に提出します。 

いつ頃、何処に

申出したらい

いのかなあ？ 

可 

あとは結果を待

つだけ！！ 

審査が通った

からあとは議

決！ 

もう一度、見直

しして再度申

請だ！ 

審査（審査委員会） 

祝！条例指定！！ 

これで条例指定だよー！ 

指定を受けた

後は何かする

ことがあるの

かな？ 

指定を受けて

５年経った。 

更新！更新！ 

運営をしっかり

しないと更新で

きないよ～！ 

受付 

縦覧：１ヶ月 

申出から指定までの手続 ４ 
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（１）指定の対象   

奈良市内に事務所を有するＮＰＯ法人であること。 

 

（２）実績判定期間   

（新規申請の場合）条例指定の申出の前日までに、少なくとも２事業年度の活動実績があること。 

 

（例１） 

 

 

 

 

 

 

（例２） 

 

 

 

 

 

（３）指定の基準   

≪公益要件≫ ①から④のすべてに該当すること。 

①寄附金に関する基準：実績判定期間において、広く市民等からの支援・支持を受けているもの

として、次の（ア）（イ）（ウ）のいずれかに適合すること。  

（ア）基準期間内の経常収入金額のうち、寄附金等収入額が占める割合が１０％以上であるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

１０ ≧ 

寄附金収入金額 

実績判定期間の経常収入金額 

1 事業年度目 2 事業年度目 

実績判定期間 

実績判定期間 

1 事業年度目 2 事業年度目 

6 ヶ月 

↓ 

指定を受けようとする特定非営利活動法

人の直前に終了した事業年度の末日以前

５年（指定を受けたことのない特定非営

利活動法人が指定を受けようとする場合

にあっては、２年）内に終了した各事業

年度のうち最も早い事業年度の初日から

当該末日までの期間。 

【申請可能】 

・主たる事務所、従たる事務所が奈良市

内にある場合 

・主たる事務所が奈良市以外にあるが、

従たる事務所が奈良市内にある場合 

経常収入金額  総収入金額－①～⑦  

①国、地方公共団体からの補助金 

②国等からの委託事業費 

③法令に基づく事業の対価のうち、国又は地方公共

団体の負担金 

④資産売却による臨時収入 

⑤遺贈による寄附金のうち一人当たりの基準限度

超過額 

⑥1,000 円未満の寄附金 

⑦寄附者の氏名住所が明らかでない寄附金 

寄附金等収入金額  受入寄附金総額－①～④  

①一者あたりの基準限度超過額 

②1,000 円未満の寄附金 

③寄附者の氏名住所が明らかでない寄附金 

④社員から受け入れた会費の合計額から、共益的活

動に係る部分の金額を控除した金額 

指定ＮＰＯ法人の基準 ５ 
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（イ）年間 3,000 円以上の寄附を年平均 50 人以上から受けていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金額 

の総額が 3,000 円以上の寄附者の合計人数 

実績判定期間の月数 

×１２ 

≧ ５０人 

①寄附者の氏名及びその住所の明らかな寄附者の

みを数えます。 

②寄附者本人と生計を一にする者も含めて１人と

して数えます。 

③寄附者が、そのＮＰＯ法人の役員及び役員と生計

を一にする者である場合は、これらの者は、寄附

者数に含めません。 

④月数は歴に従って計算し、１月未満の端数は切り

上げて１月とします。 

 

（75 人＋25 人） 

２４ヵ月 

×１２ 

≧ ５０人 

実績判定期間 

２５人 

3,000 円 3,000 円 

3,000 円 

3,000 円 

２事業年度 

3,000 円以上の寄附 

1 事業年度 

3,000 円以上の寄附 

3,000 円 3,000 円 

3,000 円 

3,000 円 
3,000 円 

3,000 円 

７５人 

（0 人＋75 人） 

18 ヵ月 

×１２ 

≧ ５０人 

実績判定期間 

3,000 円 

3,000 円 

75 人 

3,000 円 

3,000 円 

3,000 円 
3,000 円 

２事業年度 

3,000 円以上の寄附 
1 事業年度（６ヶ月） 

3,000 円以上の寄附 

６ヶ月 

０人 

例 1 

例 2 
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  （ウ）年間 1,000 円以上の寄附を年平均 100 人以上から受けていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金額 

の総額が 1,000 円以上の寄附者の合計人数 

実績判定期間の月数 

×１２ 

≧ 100 人 

例 1 

例 2 

実績判定期間 

２５人 

1,000円 1,000円 

1,000円 

1,000円 

２事業年度 

1,000 円以上の寄附 

1,000 円 1,000 円 

1,000 円 

1,000 円 
1,000 円 

1,000 円 

175 人 

1 事業年度 

1,000 円以上の寄附 

（175 人＋25 人） 

24 ヵ月 

×１２ 

≧ 100 人 

（0 人＋150 人） 

18 ヵ月 

×１２ 

≧ 100 人 

実績判定期間 

1,000

円 

1,000 円 

150 人 

1,000円 

1,000 円 

1,000

円 

1,000 円 

２事業年度 

1,000 円以上の寄附 
1 事業年度（６ヶ月） 

1,000 円以上の寄附 

６ヶ月 

０人 
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 ②ボランティア・協働に関する基準：次の（ア）（イ）のいずれかに適合すること。 

  （ア）当該活動に携わった、氏名等を把握しているボランティアスタッフがのべ１００人以上

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）協働の実績について、行政や他の団体との協働事業が年１回以上あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③活動の周知・広報に関する基準：次の（ア）（イ）（ウ）のいずれかに適合すること。 

（ア）インターネットを通じて活動を公開している。 

（イ）会報誌を発行し、会員以外にも配布・閲覧の対応をしている。 

（ウ）一般を対象としたセミナー等を年４回以上実施している。 

 

（ア）            （イ）            （ウ） 

 

 

 

 

 

 

④事業の継続性の基準 

  継続性のある活動を行っている。 

 

 

実績判定期間内 

①延べ 100 人以上 

②住所・氏名を把握 

③報酬なし 
(交通費等必要経費除く) 

名前：しか西 

住所：奈良市 

ボランティア 

名前：しかべ 

住所：奈良市 
名前：えころじか 

住所：奈良市 

ボランティア 
実績判定期間内 

①100 人未満 

②住所・氏名不明 

③報酬あり 

ＮＰＯ法人 

協働事業が年に 1 回以上 

市民公益団体 
(NPO、自治会等) 

企  業 

行  政 

協働事業って何！？ 

協働の手法に関して

は、委託や指定管理、

事業協力や後援などさ

まざまな手法が挙げら

れるよ！ 

教育機関 
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≪運営要件≫ 次の①～⑦のすべてに該当すること。（認定・県の条例指定と同じ） 

 

①事業活動において、共益的な活動の占める割合が５０％未満であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②運営組織及び経理が適切であること。 

★運営組織が次のいずれにも該当すること 

・当該役員並びに当該役員の配偶者及び３親等以内の親族並びに 

当該役員と特殊の関係のある者占める割合が３分の１以下 

 

 

 

 

・特定の法人の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者 

及び３親等以内の親族並びにこれらの者と特殊の関係のある者 

 

 

 

 

★各社員の評決権が平等であること 

   ★会計について 

公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付

けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。 

 

③事業活動の内容が適正であること。 

 

④情報公開を適切に行っていること。 

 

⑤実績判定期間内の各事業年度において、事業報告書を所轄庁に提出していること。 

 

⑥法律違反、不正行為、公益に反する事業等を行っていないこと。 

 

⑦設立の日から１年を超える期間が経過していること。 

 

 

 

１ 

３ ≦ 
役員の総数 

役員のうち特定の法人の役員又は使用人等で

構 成 す る 最 も 大 き な グ ル ー プ の 人 数 

１ 

３ ≦ 
役員の総数 

役員のうち親族関係を有する者等で構成する 

最 も 大 き な グ ル ー プ の 人 数 

特殊の関係 
①婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある関

係 

②使用人である関係及び使用人以

外の者で当該役員から受ける金銭

その他の財産によって生計を維持

している関係 

③①又は②に掲げる関係のある者

の配偶者及び三親等以内の親族で

これらの者と生計を一にしている

関係 

＜ ５０％ 

実績判定期間における下記の活動が事業活動に占める割合 

①会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動 

②特定の範囲の者に便益が及ぶ活動 

③特定の著作物又は特定の者に関する活動 

④特定の者の意に反した活動 

共益的活動に係る事業費の合計 

管理費を除く総事業費の合計 
＜ ５０％ 

公益的活動 

不特定多数の者に

対する活動 

共益的活動 

会員、役員など特定

の者に対する活動 
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≪欠格事由≫ 次のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定のための手続を行わないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 

（ア）指定を取り消された法人において、その取り消しの原因となった事実があった日以前１年内に

当該法人の理事であった者でその取り消しの日から５年を経過しない者 

（イ）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者 

（ウ）ＮＰＯ法若しくは、暴力団不当行為防止法の規定に違反したことにより、若しくは刑法第２０

４条等若しくは暴力行為等処罰法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執

行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

（エ）暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む）若しくは暴力団の構成員ではなく

なった日から５年を経過しない者 

②指定を取り消され、その取り消しの日から５年を経過しないもの。ただし取り消しの理由が主たる事

務所の所在地が市外に移転した場合は除く 

③定款又は事業計画書の内容が法令等に違反しているもの 

④国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は滞納処分の終了の日から３年を経過しない

もの 

⑤国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しないもの 

⑥次のいずれかに該当するもの 

（ア）暴力団 

（イ）暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの 
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①書類の提出先及び提出方法 

奈良市地域づくり推進課の窓口に持参してください。 

※なお、奈良県の指定を受けるには県に申出していただく必要があります。 

 

②申出に必要な書類や手引きの入手先 

奈良市のホームページからダウンロード。 

地域づくり推進課の窓口まで。 

 

③事前相談について 

指定の申出をするときは事前相談をお願いします。 

地域づくり推進課で行いますので、ご希望の方は、お手数ですが、事前に電話でご連絡してい

ただいた上、お越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ等】 

奈良市市民部地域づくり推進課 

奈良市二条大路南一丁目１番１号（市役所北棟４階） 

（電 話）０７４２－３４－５１９３ 

（ＦＡＸ）０７４２－３４－５１９４ 

（メール）chiikidukurisuishin@city.nara.lg.jp 

市のホームページ 

https://www.city.nara.lg.jp/site/ordinance/86003.html 

具体的な指定申出の手続について ６ 
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